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石綿による疾病の業務上外の認定のための

調査実施要領について(特別遺族給付金関係)

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく特別

遺族給付金の支給事務の取扱いについては、平成18年3月17日付け基発第0317004

号により指示されたところであるが、同通達の記の4の(1)で別途指示するとさ

れている業務上外の認定のための調査に関し、 511]添のとおり調査実施要領を定め

たので、特別遺族給付金に係る請求事案については、本調査実施要領に基づき、

的確な調査の実施に努められたい。



石綿による疾病の業務上外の認定のための調査実施要領(特別遺族給付金関係)

本調査実施要領は、特別遺族給付金の対象疾病に係る請求事案について、別添

の調査票を使用することにより、業務上外の認定を迅速・適正に行うことを目的

として作成したものである。

調査票は、 r1基本情報」、 rrr医学的情報」、 rm作業歴情報」、 rIV回答書」、

rv石綿ばく露歴聴取票」から構成されており、このうち、 rrr医学的情報」、

rIV回答書」については、各疾病ごとに別様式としている。また、調査票は、

その記入欄を最小限とし、必須項目には調査すべき資料を示すとともに、調査し

た事項をチェックする方式としているが、その記入に当たっては、確認できる範

囲で足りるものとする。

調査票ごとの留意事項は、以下のとおりである。

1 r 1基本情報」について

労働保険番号、事業の名称等の事業場情報については、石綿ばく露作業に係る

保険関係上の最終事業場の情報を記入すること。

2 rrr医学的情報」について

(1) 医証等の保存年限

石綿による疾病であることを判断する際に収集する主な医学的資料とそれぞ

れの保存年限は、次のとおりである(iJIJ添「石綿関連疾患の関係書類に係る保

存年限」参照。)。

① 死亡診断書(死亡時に遺族に交付。死亡届に添付の死亡診断書は所轄法務

局で27年間保存。) (戸籍法施行規則第49条)

② 診療録5年(医師法第24条)

③ 肺機能等の検査記録3年(保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)

④ 病理解剖記録、病理組織検査記録3年(同上)

⑤ エックス線、 C T等の検査記録3年(閉上)

⑥ じん肺管理区分決定関係綴30年(労働局保存)

⑦ 健康管理手帳交付簿・健康管理手帳台帳30年(労働局保存)

医療機関等に保存される資料の法的保存義務は上記のとおりであるが、診療

録等については、 10年程度保存している医療機関(大学病院等研究機関におい

てはそれ以上の期間)も多く、また、病理組織検査記録については、日本病理

学会で永年保存とする旨の独自の指針を定めているので、医学的資料の収集に

当たって留意すること。
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(2) 疾病の特定については、死亡診断書等の記載事項証明書(以下「証明書Jと

いう。)の記載内容により判断するとととしているが、疾病によっては右綿に

ばく露したことを示す医学的所見等の情報が必要であることから、 N-l及び

N-2に主治医等に対する照会事項を記載した「回答書」の様式を示じたので、

主治医等に対して照会する際に活用すること。

なお、特別遺族給付金の請求事案に係る医学的資料は、法的保存義務を超え

たものであるととから、主治医等に対して法の趣旨を十分説明した上で、照会

事項に関連する医学的資料が保存されていないか確認し、当該資料の提出につ

いて懇切丁寧に依頼するとと。

(3) 疾病別の留意事項

ア肺がん

(1) 証明書の記載内容を確認し、死亡の原因として「肺がん」の記載がある

場合には、転移性肺がんであることを示す特段の記載があるとき、下記(イ)

の調査において収集Lた医学的資料により明らかに転移性肺がんであるこ

とが確認されるときを除き、原発性肺がんと判断するとと。

(イ) 石綿にぱく露じたことを示す医学的所見を確認するための調査において

は、胸部エックス線写真、 CT画像、胸腔鏡検査結呆、手術記録、剖検記

録等により、一般的には、①「第1型以上の石綿肺」、②「胸膜プラークJ、

③「石綿小体・石綿繊維Jの順に、その有無を確認するものであり、①が

確認できる場合は②及び③の調査を、②が確認できる場合は③の調査を、

それぞれ行う必要はないこと。

。)胸部エックス線写真、 CT画像等は、他の医学的資料に比べ保存年限が

短いことから、医療機関に対しだ、これらの資料の保存の有無を確認し、

既に廃棄されている場合には、例えば、診療録、病理検査記録等に胸膜プ

ラーク、石綿小体又は石綿繊維の存在を示す記述があれば、ーこれをもって、

医学的所見が確認されたとすること。

(エ) 石綿肺及び胸膜プラークの存在が確認できず、石綿小体又は石綿繊維の

計測もなされていない場合であって、手術(摘出術)又は剖検により肺組

織のパラフィンプロックが保存されているときは、当該パラフィンプロッ

ク中の石綿小体又は石綿繊維の有無及びその数について確認すること。

なお、石綿小体については、中央労働災害防止協会のほか、労災病院に

設置されたアスベスト疾患センターのうち 7か所のブロックセンタ}で計

測が可能であるが、石綿繊維については、計測が実施可能な機関が限られ

ているととから、計調IJの必要性が生じた場合には、本省に照会するとと。

イ 中皮麗

註萌書の記載内容を確認し、死亡の原因として「中皮腫」の記載がある場
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合には、これをもって中皮腫と判断するとと。この場合、原則として、主治

医等に対する照会は要じないこと。

ウ 良性石綿胸水

証明書の記載内容を確認し、死亡の原因として「良性石綿胸水」の記載が

ある場合には、これをもって良性石綿胸水と判断するとととし、石綿ばく露

作業の内容及び従事歴を調査の上、本省に協議するとと。なお、良性石綿胸

水の事例はこれまでに少なく、今後の認定要件策定等のためにも詳細な情報

が必要であることから、胸部エックス線写真、 CT画像のほか、①臨床所見、

②臨床経過、③臨床検査結果等に係る情報を可能な限り入手すること。

エびまん性胸膜肥厚

証明書の記載内容を確認し、死亡の原因として「びまん性胸膜肥厚Jの記

載がある場合には、これをもってびまん性胸膜肥厚と判断すること。との場

合、原則として、主治医等に対する照会は要しないこと。

オ石綿肺及び石綿肺合併症

(7) 証明書の記載内容を確認し、死亡の原因として「石綿肺Jの記載がある

場合には、これをもって著しい呼吸機能障害を伴っていた石綿肺と判断す

ること。この場合、原則として、主治医等に対する照会は要しないこと。 1

(イ) 証明書の記載内容を確認し、死亡の原因として「石綿肺の合併症である

肺結核J等、石綿肺の合併症にり患していたととの記載がある場合には、

当該合併症がじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第 1条第 1号

から第5号までに掲げるものであるときは、これをもってじん肺管理区分

の管理2以上の石綿肺の合併症であり、著し川呼吸機能障害を伴っていた

と判断すること。この場合、原則として、主治医等に対する照会は要しな

U 、こと。

3 r皿作業歴情報Jについて

(1) 事業場名の欄には、被災労働者の過去の職歴について、作業現場ではなく、

原則として被災労働者が雇用されていた企業ごとに通算して記載すること。

(2) 石綿ばく露作業に関する調査は次によること。

ア 被災労働者の雇用の事実に係る確認

請求書に事業主証明が行われていない場合には、請求人が申し立てる右綿

ばく露作業に係る事業場に被災労働者が雇用されていた事実について、事業

主や同僚労働者の証言のほか、社会保険等の被保険者記録により確認するこ

と。

イ 石綿ばく露作業の有無及び従事期間に係る確認

(7) 事業揚が廃止されている場合
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事業場廃止から相当期聞が経過していることなどから、事業主や同僚労

働者の証言等により被災労働者の石綿ばく露状況を確認することが困難な

場合は、平成17年 7月27日付け基労補発第0727001号「石綿による疾病に

係る事務処理の迅速化等についてJ(以下「迅速化通達Jという。)の記

の1の(3)に基づき、請求人の申し立てる作業内容と社会保険の被保険者

記録等の照合を行うことにより、石綿ばく露作業の有無及び右綿ぱく露作

業従事期間について判断すること。

なお、当該事業場で石綿ばく露作業が行われていた事実を推定するため

の情報としては、上記社会保険の被保険者記録のほか、事業場の事業内容

が記載された登記簿(当該事業場の登記閉鎖後 20年間管轄法務局におい

て保存されている。)があるので、留意すること。

(イ) 事業場が現存している場合

a 被災労働者を石綿ばく露作業に従事させたことを事業主が認めている

場合

当該事業場で被災労働者が石綿ばく露作業に従事した旨認定した上'

で、請求人の申立、事業主や同僚労働者の証言等に基づき、石綿ばく露

作業従事期間について判断すること。

b 被災労働者を石綿ばく露作業に従事させたことを事業主が否定してい

る場合や、従事した事実が確認できないため不明としている場合

当該事業場の事業内容や同僚労働者の証言と、請求人の申し立てる被

災労働者の作業内容を照合し、石綿ぱく露作業が推定できるときは、当

該事業場で被災労働者が石綿ばく露作業に従事した旨認定した上で、請

求人の申立てや同僚労働者の証言、社会保険の被保険者記録等に基づき、

石綿ばく露作業従事期間について判断すること。

(ロ) 被災労働者が複数の事業場で石綿ばく露作業に従事している場合

誇求人が申し立てる石綿ばく露に係る事業場のうち最終のものからさか

のぼって、上記(r)又は(イ)の調査を行うこと。

なお、上記により把握を行った石綿ばく露作業従事期聞が認定基準に定

めた従事期聞を満たす場合には、さらに過去の事業場にさかのぼって、石

綿ばく露作業に係る詳細な調査を行う必要はないこと。

(3) 上記(2)のばく露作業に係る調査に当たっては、 rv石綿ばく露歴聴取票」

を活用しつつ聴取調査等を行うことにより、被災労働者の石綿ばく露歴の具体

的内容について、可能な限り詳細に把握すること。

(4) 上記(2)のイの (7)をはじめ、迅速化通達の記の 1の(3)に基づき石綿ばく露

作業の有無等について判断した場合には、調査票の備考欄にその旨を記載する

こと。
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(5) 調査の過程において、同僚労働者等に石綿による疾病を発症し労災認定を受

けた者がいることを把握した場合には、該当欄にその旨を記載するとと。

(6) 被災労働者の石綿ばく露状況の把握に当たっては、石綿を取り扱う事業場の

近隣に居住した事実など、環境ぱく露の可能性についても留意すること。

(7) 認定基準でいうところの石綿ばく露作業に係る従事期聞は、継続的に石綿ぱ

く露作業に従事するととを想定しており、臨時的に石綿ばく露作業に従事して

いた場合や、作業環境測定結果からみて、ぼく露濃度が良好に抑制されていた

場合など、単に従事期間の長短だけで判断すべきでないと認められる特別な事

情があるときは、その旨記載するとともに、石綿ばく露作業の評価について本

省に照会すること。

4 取りまとめ

医学的情報及び作業歴情報に係る調査結果、 IVの主治医からの回答書並びに労

災医員、じん肺診査医等の専門医から徴した意見書の内容を IからEの調査票に

取りまとめ、これを復命書に添付すること。

5 その他

「特別遺族給付金の支給事務の流れについてJを参考資料として示したので、

特別遺族給付金に係る請求事案の事務処理の参考とされたい。
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(参考資料)

石綿関連接患の関係書類に係る保容年限

区 分 書類名等 保存年隈等.

死亡診断書

診療録 5年(医師法第24条)(医療機関によヮては10年程度保存)

肺機能等の検査記録ー 3年(保険医療機関及び保隙医棟蓑担当規則第9条)(医療機関によっては10年程度保存)

病理解剖記録、病理組織検査記録 3年(岡上)(医療機関によっては10年程度保存。ただし、日本病理学会指針では永久保存)

石舗による療痛である エックス線、 CT等の検査記録 3年(同上)
ζとの確定診断

I績名.苑亡原因1 死亡届に添付の死亡診断書等の記載事項証明
死(利亡害診関断係書人等はは死所亡轄届法書務等局ので記27載年事間項保証存明(戸籍法施行規則第49条)

書を請求できる(戸籍法第48条))

じん肺管理区分決定関係綴 30年{労働局保存)

るるじ管ん検検埋肺量査健区}、が胸分康吉部決怠まに断定れ閲結関るす果係.る証厳臨明l二尿書l孟検写、じ量(粉ん、肺じ肺ん管機作理能皐区検職分査歴決、、合定X併線通症写知に真書閲に写すよ、
e 

石綿rt<露の医学的 健康管理手帳交付簿、健康管理手帳台帳 30年(労働局保存)

爾見
肺機能等の検査記録 3年(保険医標機関及び保険医療養担当規則j第9条)(医療機関によっては10年程度保存)

タ【右・右綿館賜小・胸鷲7"ラー
体{織維}

病理解剖記録、病理組織検査記録 3年(同上)(医療機関によっては10年程度保存。ただし、日本病理学会指針では永久保存)

の容在1 エックス線、 CT等の検歪記録 3年(同上)

石綿に係る作業記録、健康診断記録 30年(特定化学物質等陣害予防規則第38条の4、第40条)

会祉の職歴証明等

、
否締I正〈露作業従事屋 会社の盈記簿 閉鎖の場合は、本社管轄法務局の閉鎖した登記記録 20年保存(商業登記規則第34条)

厚生年金保険等の被保険者記録 (永年)

同僚等の証員 石綿ぱ〈露作業従事に係る同じ作業環境、同じ時期、同じ期間の者



特別遺族給付金の支給事務の流れについて

請ー求(相談)

司'

[遺族関係の確認〕
戸籍謄本又は抄本

i不支給決定(受給要件に係る遺族関係が不明)

[対象こと疾が病記が載死さ亡れ原た因死で亡あ診る断こ書との確認〕 ‘ 
①i対去象疾病が死亡原因である 、死体検案書、検視調書に係る

務局の証明書

②(市上役記所①又ゆI柾立町明村書役が場なかいら法務局に送付された年度の翌年から27年間発行可能)
場合には、それに代わるべき書類

(具体的には、死亡診断書等の原本又は写し、診療録、生命保険関係等の書類)

~不支給決定(死亡原因が不明又は対象疾病外)

[労働者としての雇用事実の確認〕
従事した事業場名及び所在地に関する③関係資料、④同僚等関係者の申立又は⑤請求人の申立.

i③~⑤の全て無L

③いず~⑤れかの
i不支給決定(労働者としての雇用事実なし)

守

が有り
環境1<1:<露の可能性があることから、救済給付
の相談窓口、手続き等を再度教示

[業務上外の認定事務〕

A)医学的事項に関する調査 日)石綿lまく露作業に関する調査

' 
く本省協議〉

A及び自の翻葦 石間綿(中曝皮露腫作1業年医、が務が認ん定1基日年準}に定める従事期
、肺がん に満たないもの

の結果、業務上 で医学的所見が得られているもの
と認定されたもの

f 
、

※生計維持を要件とする場合
A及びBI

のとさ結れ果た、
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A) 際空程的事閣に関する調杏

死亡診断書等の死亡原因欄が中皮腫

※労災補償制度における

認定とは異なり、確定診断

(病理組織検査記録等)の

確認l主要せず。

確認

石綿肺(第1型以上)

ずきで認確

弓

E

・E
・-
Z

ばく露作業調査へ

〔石綿ぱく露作業の従事「
聞に係る調査I立要せず。

ぽ〈露作業翻査へ

死亡診断書等の死亡原因欄が肺がん ， 

医学的資料がある場合でかつ原

発性肺がんが認めら札る場合

匡車的資料の有無を確認

医学的資料なし又

l孟転移性肺がんが

認められる場合

O 石綿肺(第1型以上)
又は

O 一定量以上の石綿小体文iま石綿
繊維

胸膜ブラーク、石綿小体、石綿繊維

確認
iuTrτ言外

ぱく露作業調査へ

〔石綿ば〈露作業の従事「
聞に係る調査は宴せず。j

ぱく露作業調査へ

女医学的資料と[<1:診療録、病理組織検査記録等をいう。



B)石綿ぱ〈冨作業に聞する調査

{雇用の事実の確認)
社会保険等の被保険者記録等の関係資料，事業主や同僚労働者の申立て

当該事業場で

雇用事実の確認 が由雇確認用で申曹事ず実. 

不支給

事業場が廃止 事業場カ覗存

事業主等が

死の亡lof<労露働作者業

を否定又lま不
事業主等が 明である旨主
死亡労働者 張している場

r-・『回目ー-----開園田園田岡---ーーー固四回・・園園田ーー・・圃 の11<露作業 A 

2 ' 
ロ

• 請求人の申立てる死亡労働者の作業肉容 ' を肯定してい• E る場合
._-・ 4・ー・・ーーー-ー・同園圃回国ーーー回ーーーーーーーーーーー四回目 ーー』ー司圃ーー --・

及ぴ ' B 

;請求人の申立てる死亡労働者の a

- 作業内容 i 
目 ' L__四回目ー--・ー園田ーーーー『司園・・ー_.

‘ 
----.司・ー・・・ー・----.司--_.園田司胆司-・w・・・ー・・・・・・・4 ・・・・・-・・・・・.

E 及ぴ

i① 社会保険の被保険者記録(当該事業場の名 i
l 称穿) E 

E ② 閉鎖した登記記録(事業廃止後20年聞は法; ! 同僚労働者の申立や事業場の 1 

務局で保管) E 事業肉容や作業状況の記録 l 
!③ 同僚労働者の申立 ' 
l から事業内容や作業状況を把握 ー l 

L田両ー圃園周ー・・ーー『ー--・町四ー圃園田_.

E 

L__ー-ーーーーーーーー『層圏ーーーーーーーーーーー-ー両国圃圃 J

石綿l;t<冨 右綿1:<露が 右綿I;l!(露 右締f:(露が

が推定でき 推定できない が推定でき 推定できない

る場合 場合 る場合 場合

• • 1 



石績による療績の鍵務上外の認定のための調査事(特別遺族鎗付金関係)

I 基本情報 局 署

労働保険番号 事業の種類

事業の名称 労働者数

代表者

事業場の所在地
右綿疾患労 ロ 口
災認定状況 有'・無

電話

生年月日 年 月 日 性 別
口 ロ
男・女

ふ b< な

被災労働者氏名

〔死亡 年 月 日死亡時 歳)
職 F重 雇入年月日 年 月 目

罰百平成18年3月28回以前回死亡で晶ること由確認

口特別遺族年金
請求種別

請求人氏名
ロ特別遺族一時金. 

被と災の労緑働樹者 ， 、 請求年周回 年 月 日

医療機関名 治癒期間 診断名

年 H 日目 年 .l'l 日

療養経過等

年 月 田 市 年 月 日

年 月 百四 年 月 目

ロ肺がん
〈労‘_1別表.'の2.7号7>

口中皮腫(胸膜・腹膜・ Ij)膜・精巣鞘膿・その他〈 > ) 
〈骨晶周到II軍1の2軍7号7>

疾患名
口良性石綿胸水 ロびまん性胸膜肥厚

〈骨晶周周産，1!'il0)2宵4号7> 〈帯畠刑問重富1白...骨7>

白石綿肺又l立右綿肺合併症

調査結果
〈労』品開j周ll.'の2.5号〉

医学的所見 白石綿肺 口胸膜プラーヲ 白石締小体・石綿繊維 ロ無 口不明

呼吸機能 著しい呼吸機能障害ロ有 口無 口不明

ぼく露歴 従事期間( 年) 作業内容{



E 医学的情報 [対象疾病:肺がん]

• W 剛司

療患名: -発症年月日， 年 月 目

請及求び時発の症疾時患期名

〈確認資料〉口死亡診断書口診療録ロモの他{

発信時年齢 歳

転移住であることを疑わせる記述の有無 口有 口無

〈確理資軒〉口死亡骸断書口診療録ロ病理検査記縁ロモの他(

原発性の判断

労災医員等の意見 口原発性 ロ転移性

〈確認資料〉口労災医員意見書ロモの他(

ー ，竃r 可・・・.....--司岨・ . 司困F E司.ー司r-可，司.

(7) 
じん肺管理区分(管理

管理区分決定あり
〈確認資料〉 口口じ健ん康肺管管理理手区帳分決定通知書

右綿肺 ロその{也(

(第1型以上)

(イ)
ロじん肺管理区分(管理 担当】 口無 口不明

管理区分決定なし
〈確認資料〉口じん肺診査底意見書ロモの他{

〈確盟賞料〉口回答書口診標録ロモの他(

口 ロ

胸膜ブラーク
有・無 労災医員等による確認 口有 ロ無 口不明

口
不明

〈確認賞科〉ロ労災医員意見書ロモの他(

乾帰肺E量1.当たり 石綿小体 本 口無 口不明

口 口
湿肺重量1.当たり 石綿小体 本 口無 ロ不明

石納小体 有 ・ 無

-右綿繊維 ロ !Il管支肺胞洗浄i車1ml中 宥縮小体 本 口無 口不明
不明

メ確認資料〉口診提録口病理検査記録口その他(

石綿ぱく露開始から肺がん発症までの期間 ， 年 カ月
潜伏期間

、

来.10年来満又は発症蹄(又l孟死亡時}年齢30才以下の場合l主、ばく露状況に注意が畠要.

壇} 置程賞軒l二ついては、口にチェックで唖示等し、賀科在置付すること.



E 医学的情報 [対象疾病:中皮腫]

請求時の疾患名

及び発症時期

発症部位

診断名の確鼠

疾患者:

〈確認資料〉ロ死亡診断書口診療録口その他(

ロ胸膜 口腹臨 ロ心膜 口精巣輸膜 ロその他〈

他疾患であることを疑わせる記述の有無 ロ有 ロ撫

〈確認資料〉口死亡診断書ロ診療録口その他(

有の場合‘労災医員等の意見 ロ適 口否

〈確毘貨料〉口労災医員意見書ロその他(

2石綿ぱ〈露に関する医掌的事項

じん肺管理区分(菅理
(7) 

管理区分決定あり
〈棺隠資料〉 口口じ値ん康肺曹管理理手区帳分決定通知書の他

宥{第綿1肺型以上)
ロモ ( 

〈イ}
口じん肺管理区分{管理 相当}

管理区分決定なし

〈確認資料〉口じん肺診査医意見書口その他〈

潜伏期間
-石綿ぱ〈露開始から中皮腫発症までの期間 年 カ月

-発症年月日z 年 月頃

発症時年齢 歳

ロ不明

口無 口不明

来 10年未満:l1.1:I:発症時(又は死亡時]年齢30才以下の場合1;I:， I;f<露状況に注意が必要.

注] 確認揖軒については.口にチェックで車示等し‘置斜告量付すること.



E 医学的情報 [対象疾病:良性右綿胸水]

T 診断名

疾患者: -発症年月日・ 年 月 日

揖及求び時発の症疾時患期名 . 発症時年齢 錨

〈確認資料〉口死亡診断書口診穂録ロその他(

-最初の胸水出現 年 月 目

胸の経水確過認等 -最初回胸水出現からの経過年数 年 ケ月

〈確認資料〉口回答書口診療録ロその他(

〈確認資料〉口回答書ロ診捧録口その他(

口 口
除外診断に 有 ・ 無

係る情報 目 労災医員等による確認 口適 口晋

不明
〈確認資料〉口労災医員意見書口その他(

.圃 ' 四四..哩F 、.. 町.-"喝週軍司， .. -...ヨr・-，‘

じ̂，I市曹理区分(管理 〉
(7) 

管理区分決定あり
〈確認資料〉 口口じ健A康，肺管普理理手区帳分決定通知書

石綿肺
口その他(

(第1型以上)

口じん肺管理区分(菅理 相当} 口無 ロ不明
Iイ〉

管理区分決定なし
〈確毘資料〉ロじ^'肺診査底意見書口号の他(

〈確認資料〉ロ回答書口穆語録口その他(

ロ ロ

胸膜プラーク
有・無

労災医員等による確認 ロ遁 口杏
ロ

不明

〈碓認資料〉口労災医員意見書口その他{

ロ ロ f程度]

石綿小体 有 ・ 無

-右綿織維 ロ
-不明

〈碓毘資料〉口診療録口病理倹査E録口その他(

〈確認資料〉口回答書口診樺録口その他{

口 ロ

呼吸機能障害
有 ・ 無

著しい呼吸機龍障害 ロ有 口無 口不明
口

不明

〈確認資料〉口じん肺惨査医意見書

定] 確認貰輯についてI~. ロにチェックで表示等L‘責科を罷付すること.

果

↑

緒

一
査
一

検
一

床

一
臨
一

口
一

資
一
録
一

手
一
棟
一

入
一
四
一

。

一

一
ロX線写真 ロCT画像 ロその他(



E 停車歴情報

s百錦¥;1:<冨lki2

事業楊名 事量樟要 金在価期間 在作開事中白世石事鱒期If<間書 石( 作輔集 1肉1容<取町偉い田材制杭略〉担
伸実2施kl軍@演有測舞定

石盟締盟疾定状I!!況e 
個 考

ロ有 口蝿口不明

合年 n 年 月

年 見 a事 R 徳富ロ提剥網定結息鰻告書

{ 年 ヶ月】 ロ有 口組
貴割口事章主E明白社合圏直事器所

白骨由也【
確阻買科目作その.他EZ{E口瞳庫It厨目白回全祉の腫""明曙回全社量記揖
ロ 】

ロ有 ロ掴口市朗

年 見 告事 見

-S写 月 -隼 n 権胞口質刻製，.結果"骨.

【 隼 ケ.> 、 ロ有 ロ・
賞制口事書主恒明口社会偉院事韓冊

日号仰抱【 】 Eを11-網ロロ作その'"他E〈侃ロ健康.. 断"nロ会祉の施昆髭明鰐口会社量... 

ロ有 口組ロ不明

過百世輔事去由国1:職く冒歴作且聾日
隼 R 年 見

ω 4事 月 年月 .... ロ演測i定結果報告書

{ 隼 ケR' ロ有 口調略
貨制口事需主証明日世金保障事曹陪

ロモ田陣【 確脇提剥ロロそ作の"'"他a{ロ健.診断ESS3ロ禽祉のlliI"明事ロ禽技量""

ロ有ロ岨口不明

年 見 年 月

開 年 見 -惇 R 擁也ロ'測E科定館東縄密奮

【 年 ." ロ有 口開
貰同口事置主E明ロ祉金保障事富所

ロモ白他f ..... 科目ロ作その家他E録【 口健康砂商関係3口金位.，.屋血明事口会技量""

ロ有 口傭日平明

年 月 年 n / 

M 年 月 年 月 聞配溜口院調制定... ・4告書

《 年 今月} ロ有 口鋼
質料口事皇室E咽ロ社主医陸軍属商

ロモ白地t 】 Iit院決剥ロロ作その11.. 他a【 Eat--aata} 口会社a・"祉，'A‘口金社畳記掬

，:<露開館隼月 写 見 通事It<爾糊M 年ヶ見 議〉@由 労右'船{曲倒者出以〈貨m外がeのa中蛾賓断aとしaし隆たて@と石tきh嶋めは1体配、そ調備院の〉作J繍事S聞EI臓Zと従入そ事。〈じL理んて由舗い寄た，傘とa白きaは鶴の‘岡たそめの摘f期E粛を間包a割規p、3〉す・る，脅~しJ余自にその旨胞λする.

右綿..(軍用問

."，ロが1ん0等以上 ロ唱。年来讃

議中ロa，闘"臥主 ロ，年集積

'''<'"1 T匁月 年 見
援ぴロまsん辱飽弘駒主属医RロE3年象潟

現煙の有無 ロ掴，ロ有 明垣市田平崎 * 制鍾期間 " s- 写 月

争缶、 E・E・圃酎』・司E、司-，.円・--ι_.._-'"司副 圃剖.，番H+孟-.



IV- 1 
I対象疾病肺がん] 回 筈 書

死亡年周回 年

死亡労働者
の氏名・
生年月日 悔病名

年 月 日生)

年 月
初診年月田 年 月 日 治療期間

白句 - 年， 

、
[確箆方法] ロX線写真 ロCT画像 ι 口手術 口剖検口その他〈

口 ロ [所見の肉容1
石綿肺の所見

有・無
ロ

不明

鴎認方法] 口X線写真 口CTi!!像 口手術 ロ剖袋 口その他( 、

口 口
胸膜プラ-? 有 ・無 [範囲・程度]
に係る情報 ロ

不明

[確豚方昌司 ロ手術記録 口病理検査記録 口制検周縁 口その他(

、

[有田場合その程度]

石綿小体・ ロ 口

右綿繊維
有・鏑 I針潤している場合]

口
に係る情報 不明 O手術肺・剖検肺 0気管支肺胞洗浄液{臥LF)

乾燥肺量量19当たり石締小体 本 宥綿IJ、体

湿肺量量19当たり石綿小体 本

， 
計測実施機関

※根拠となった資斜の写しを添付Lて下さい。

港付資料 | 口診療録ロ病理検査記録ロ臨床検査結果口X線写真口CT醐口その他(

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

病院

診療所

医師氏名

月 日

日

月 日

本 /ml 

問



IV- 2 
E対象挟病良性石綿胸水] 国 答 書

死亡労働者
死亡年月日

の氏名・
生年月日 傷病名

年 月 日生)

年
初診年月日 年 月 日 治療期間

ー

-最初の胸水出現時期 年 月 日

-その後の胸水治療経過 年 月 回 目 年 月 目

胸水確認 年 月 自由 年 月 日

の経過等
年 月 田町 年 月 日

[確担方法] 口X線写真 口町画像 口胸水穿刺 口その他{

回世認方法] 口X線写真 口CT画像 口手術 口剖検 ロその他{

ロ ロ [所見の肉容]

石綿肺の所見
有・無

ロ
不明

[確毘方法] ロX線写真 ロCT画像 ロ手術 口剖検 口その他(

ロ 口 [範囲・程閲
胸膜プラーク 有無
に係る情報 口

不明

f確認方法] 口手簡記録 口病理検査官E録 ロ割強記録 ロモの他{

石綿小体・ 口 ロ [有の場合その程度1

石l=係綿る織情維報
有・無

ロ
不明

呼吸機能検査田有無 口有 ロ無 口不明 年 月

口 ロ
直近の[同肺活量: %)・[1秒串 抽]・ [ 1秒量:

呼級機能障害 有・無
に係る情報 ロ

動脈血ガス測定検査の有無 ロ有 口鏑 口不明 年-不明

直近の[P.02 10rr] 
直近の[AaDo2: Torr ] 

員長根製とわた資料の写しを添付して下t;い.

鮒資料| 口診療録口調理師記録ロ臨床検査結果口湘写真口C咽像口その他(

平成 年 月 目

労働基準監督署長殿

病院

診療所

医師氏名

年 月 目

月 目

年 月 日

日:検査}

% ) 

月 日検査)

印



日
平成 年 月 日

. 病 院 長 殿

登量亙呈殿

労働基準監督署長

回答書提出の依績について

貴院で死亡診断を受けている下記の者について、石綿健康被害救済法による特別遺族給付に闘し

必要がありますので、別紙照会事項についてご回答下さるよう依頼します。

(なお‘回答書に要する費用については、見1/添の請求書によりご請求下さい。)

可

"u
a一一a目

死亡労働者

死亡年月日 年 月

の氏名・

日

生年月日

年 月 自主)
傷病名

死亡診師断を民行った
医 名



V 石績ばく館屋聴取票

平成 年 月

議亥労働者面瓦否

請求末面支亙

聴取者民名

A 被災労鏑宥の方は、以下の場所で働いたり、仕事に従事したことがありますが. (複数回答可)

1 白石綿を援う工場

2.口建築業

口石綿製品の倉庫

ロピルの改築・解体作業

口塗装・吹付工事

ロ断熱・耐火・保温工事

ロ天井・床材の切断

口電気・ガス・スチームの配管工事

3 口造船業

口組装 ロ摺接

ロ船舶の分解修理・解体

ロパイプ被覆・断熱作業

口電気配線エ事

ロ溶接

口板金

4 口断熱工事

5.ロボイラーの製造・取付け・修繕

口港鉱炉の製造・取付け・修繕

6.ロボイラーの操作

口板金作業

7.口自動車修理エ場

口配管

ロブレーキ・ライニング"クラッチ振の製造

口石綿の運織{船員、トラッウ運転手)

ロ防音工事

ロプレハプ(右綿板)工事

ロラス張りの仕事

口塗装 口電気配線

ロウレーン・自動車の運転

口事務員

ロボイラー製造・設儲

ロ聾備(パィフ・ボイラ一等)

ロ保温工事

口組立て

口塗装

口大工・建具

ロ作業員

ロその他

ロバーナーの製造・取付け・修繕

口スチーム・パィフの製造・取付け・修繕

ロ溶接作業

口耐熱(耐火)服や耐火手袋を身につけての仕事

ロガソリンス者ンド

8 口電気製品(コンデンサー・電池・蓄電池・絶縁子ーフ)の製造

日

9 口塗装工場 口石けんエ場 ロオイル・化学物質の精製工場

10.ロランドリー・クリ{ヱング屋

11.口挨りっぽいものの運搬

口商船の船員

口 Iましけの船員

口雄りっぽい作業服の取り扱い

ロトラyクの運転手

口港湾作業員

口鉄道員

ロウレーンの操作員



12.目下水汚物・廃棄物の回収・処理・運搬

13.口蒸気機関車の修理、解体

14.ロガスマスウの製造

15.口宝右・貴金属の細.工仕事

16.口消防隊員

17口歯科技工士

18.口電気業(発電所・表電所・電気事業所)

以上の仕事をした通算期間を教えて〈ださい。( )年

B 被災労働者の方の家庭生活の中で、以下のようなことはありませんでしたが. (複撤回答可〉

1.ロ家庭で{絶縁物・畷房炉セメント・断艶材・カJレミシン{天井・壁等に塗る水性塗料)・石綿製品)の修理・修繕を

したことがあり害すか。 く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

2 白石綿製品を家庭で使ったことがありますか.(アイロン板のカバー・耐熱手袋等〈昭和・平成 年~昭和・平成

3.白石綿工場の近〈に住んでいたことがありますか。 く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

ロ造船所の近くに住んでいたことがありますか. く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

ロ建材物の置場の近くに住んでいたことがありますか。 く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

ロブレーキ修理工場の近くに住んでいたことがありますか. く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

口その他{造船所・石綿工場・建材物の置場・ブレーキ修理工場の近くで遊んだことがありますか.) 

く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

4.口家庭内ぱ〈露{家族が石綿作業で着用した作業着・マスウ等の洗濯をしたことがありますか.) 

(1)口はい く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

(2) 口いいえ

c 被災労働者の方は、喫煙をしていましたが.

ロ吸っていた 1日平均 本〈喫煙期間.昭和・平成 年 月『昭和・平成 年 月〉

ロ吸っていなかった

年〉


